
資料3

基本方針1　消費者の自立支援

　重点項目（1）　消費者教育の推進

　　ア　消費者教育の機会の充実

⑥　⑤今後の課題 ⑦令和5年度
取組内容 担当課等

①方向性等 ②関連するSDGｓの目標 ③令和４年度実績 ④評価 ⑤今後の課題 に対する取組 実施予定

安全安心課
（消費生活センター）

②継続
広報紙、ＨＰ等により継続
的に周知していく。

❹質の高い教育をみ
んなに

R4.7.13　石橋公民館
R4.12.8 　南河内公民館

B おおむね計画通り取
組を実施した。

手口が多様化する中、最新の
情報やニーズにあった講座に
したい。

国センや県などから提供され
る情報をもとに、講座の内容
を見直す。

市民向け講座を随時実施する。

生涯学習文化課

②継続
●引き続きまちづくりリク
エスト講座の一つとして位
置づけ、生涯学習情報誌
「エール」にも記載してい
く。

❹質の高い教育をみ
んなに

●まちづくりリクエスト講座の
一環として、生涯学習情報誌
「エール」に記載した。
（18,000部発行）

Ａ：計画どおりに達成
できた

市民に学習の機会を提供する
ため、今後も広く周知してい
く必要がある。

特になし
自治会加入者へ各戸配布してい
る生涯学習情報誌「エール」に
講座情報を記載した。

②
　消費者啓発講演
会の開催

安全安心課
（消費生活センター）

②継続
❹質の高い教育をみ
んなに

消費者まつりは環境フェアと同
時開催。コロナによるイベント
縮小のため、消費啓発講演会に
ついては実施を見送った。

B おおむね計画通り取
組を実施した。

コロナ禍から回復しつつある
ので、再開していきたい。

現在イベント講話者等につい
て検討中。

環境課と合同で実施する。

③
　小・中学校での
消費生活出前講座
の実施

安全安心課
（消費生活センター）

②継続
❹質の高い教育をみ
んなに

【小学校】　6/6衹園小
6/13緑小　2/3　細谷小【中
学校】　7/8　国分寺中
9/29　南河内小中学校後期課
程　2/8　石橋中

B おおむね計画通り取
組を実施した。

消費者被害が多様化している
中で、成人年齢が引き下げら
れるなど、消費者トラブルが
若年層にも身近なものになっ
てしまっている。そういった
ことを理解してもらえるよ
う、事例を用いながら「自分
は無関係ではない」という意
識をもってもらえるよう工夫
する必要がある。

講座資料や内容について、子
供たちにも考えてもらう工夫
を取り入れるなど、見直しを
行った。

●小学校：4校実施予定（隔年実

施）
・対象：5,6年生
・実施校：国分寺東小（実施済
み）　古山小　石橋北小　義務
教育学校前期課程
●中学校：4校実施予定
・対象：2年生）
・実施校：南河内第二中（実施
済み）　南河内小中後期課程
石橋中　国分寺中（実施済み）

④
　小・中学校にお
ける情報教育の充
実

学校教育課

②継続
●市内小中学校情報教育担
当者を対象に情報教育研修
会を実施
●一人一台のタブレット使
用に関する研修とにプログ
ラミング学習の実施

❹質の高い教育をみ
んなに

●市立学校情報教育担当者を対
象に情報教育研修会を年3回実
施した。
●一人一台のタブレット使用に
関する研修としてICT CAFÉ
を1回実施し、教職員向け情報
通信を３回配信した。

Ｂ：ほぼ計画どおりに
取組を実施した。

GIGAスクール構想が本格的に
開始されてから約２年が経過
し、積極的に活用する教員が
増えてきた。一方で情報機器
の扱いに不慣れな教員もい
る。児童生徒の情報活用能力
を確実に育成していくため
に、市内の教職員で実践を共
有し、教員の情報スキルを高
めていく必要がある。

●市立学校情報教育担当者を
対象に開催している情報教育
研修会にて、情報機器活用に
おいて、教職員間の格差を減
らしていくための方策を検
討・実施する。
●一人一台のタブレット使用
に関する研修としてICT CAF
Éを回数を増やして実施す
る。

●情報活用スキルアップ表
（仮）の作成・啓発
●ICTCaféの年4回以上の実施

第三次下野市消費生活基本計画における令和５年度実施予定について

（参考）第三次計画（令和３年度～令和７年度）の取組状況

①
　消費生活出前講

座の実施
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⑤
　小・中学校にお
ける各教科等での
消費者教育の実施

学校教育課

②継続
●小学校では、生活科、社
会科、家庭科などを中心
に、よりよい買い物を考え
たり、中学校では、公民や
家庭科を中心に、賢い消費
者について考えたりするな
ど、計画的な消費者教育を
実施する。

⓬つくる責任　つか
う責任

●小・義務教育学校では、生活
科、社会科、家庭科などを中心
に、学年の実態に応じて、より
よい買い物を考える等の学習を
実施した。また、中・義務教育
学校では、公民や家庭科を中心
に、賢い消費者について考える
など、計画的な消費者教育を実
施した。

Ａ：計画どおりに達成
できた

今後も、学校の意見を取り入
れながら、児童生徒が興味関
心をもち、成人年齢の引き下
げ等、社会情勢の変化に合わ
せた内容となるよう、講座内
容を随時見直していく必要が
ある。

消費者教育に関する指導計画
の見直しを図り、計画的な消
費者教育を行う。

小・義務教育学校では、生活
科、社会科、家庭科などを中心
に、中・義務教育学校では、公
民や家庭科を中心に、賢い消費
者について考え、計画的な消費
者教育を実施できるよう消費者
教育に関する指導計画の見直し
を随時行う。

農政課 ②継続 ❷飢餓をゼロに

地元の特産物であり、生産量日本一の
かんぴょうを子供のころから、身近に
感じてもらうため、給食の賄い材料費
として児童生徒4,661人に対し一人
当たり300円を補助した。また、給
食だより等によりかんぴょうの良さを
家庭にも周知した。

下野市産かんぴょうを取り扱っている
直売所、店舗にのぼり旗を作成、配付
し消費喚起に繋がる取組を実施した。
また、飲食店等に対して補助制度を周
知するため広報誌等でＰＲを実施し
た。

新型コロナウィルスの影響でかんぴょ
うまつりは中止となったが、感染対策
を考慮したうえでゆうがおパークにお
いてかんぴょうPRを実施。干ぴょう
料理の試食会、ふくべ細工体験会等を
のべ16日間実施した。

Ｂ：ほぼ計画どおりに
達成できた

昨今の物価上昇を踏まえ、令
和5年度より1人当たり400円
へ増額を行う。本事業を有効
に活用し、学校給食でのかん
ぴょうの普及啓発に努める。

学校給食におけるかんぴょう
使用に係る一部費用の助成事
業について、周知に努めてい
るが申請が少ない状況である
ため、新たな周知方法の検討
が必要。

物価上昇への対応のため、学
校給食におけるかんぴょう使
用の費用の助成額を一人あた
り４００円へ増額し、地元特
産品のPR及び地産地消推進を
図る。

概ね６～２月の各月毎におい
て、学校給食で下野市産かん
ぴょうを提供した場合に、児童
生徒一人あたり４００円を賄材
料費として助成する。

学校教育課

②継続
●各学校での食育・地産地
消推進事業の実施（「朝食
の簡単料理レシピ」の小・
中一括募集、食育だよりの
発行。朝食アンケートの実
施。食に関する指導計画の
実施。）
●学校給食に「しもつけ
いっぱいデイ」を設け、学
校給食に下野産の食材を取
り入れる。
●食育との関連を図った総
合的な学習の時間における
学習活動の展開。

❸すべての人に健康
と福祉を

●各学校での食育・地産地消推進事業
の実施
・「朝食の簡単料理レシピ」募集（令
和4年7月）
・食育だより発行（令和4年11月・
令和5年3月予定）
・朝食アンケート実施（令和4年10
月）
・食に関する指導計画の見直し（令和
4年12月学校食育研究委員会で依
頼）
●「しもつけいっぱいDay」での地場
産食材の提供（月1回）
●食育との関連を図った学級活動、総
合的な学習の時間における学習活動の
展開（各校の計画で実施）
●外部講師を招聘しての食に関する授
業の実施（各校の計画で実施）

Ａ：計画どおり取組を
実施した

外部講師の人材確保が難し
い。
 
補助金の活用や学校給食費額
の見直しを行ったが、物価高
騰の影響による地場産の食材
の確保は依然難しい状況であ
る。

●外部人材の派遣について、
関係課への協力を依頼する
（農政課、健康増進課、文化
財課）。
●市内企業との連携を図った
食育事業の研究を進めてい
く。

●各学校での食育・地産地消推
進事業の実施
・「朝食の簡単料理レシピ」募
集（夏季休業中）
・食育だより発行（令和5年度内
に２回予定）
・朝食アンケート実施（令和５
年10月予定）
・食に関する指導計画の見直し
（令和５年４月学校食育研究委
員会で各校担当差に依頼）
●「しもつけいっぱいDay」での
地場産食材の提供（月1回）
●食育との関連を図った学習活
動の展開
●外部講師を招聘しての食に関
する授業の実施

健康増進課
②継続
●健康教育やホームページ
等での食育の推進

❷飢餓をゼロに

新型コロナウィルス感染対策を
講じながら、各種健康教室や地
域への健康教育において減塩や
野菜摂取の重要性、バランスの
良い食事について周知、啓発を
実施した。
また、食育月間と栄養の日に合
わせて、朝食摂取、食事のバラ
ンス、減塩、野菜摂取の推進に
ついてホームページにて啓発を
実施した。

Ａ：計画どおりに達成
できた

withコロナ時代の日常生活の
中で、対象者のニーズに合わ
せたアプローチを増やしてい
きたい。

各種健康教室において、対象
者のニーズに合わせた指導を
実施。

新型コロナウィルス感染症が５
類感染症に変更となったことを
踏まえ、各種健康教室や地域へ
の健康教育においては、感染対
策を講じながら、従来の定員に
もどし、減塩や野菜摂取の重要
性、バランスの良い食事につい
て周知、啓発を実施していく。
また、食育月間等に合わせて旬
の野菜レシピや幼児向けの間食
（補食）レシピを作成し配付予
定である。

⑥
　地産地消及び食

育の推進
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⑦
　高等学校におけ
る消費者教育の推
進

県くらし安全安心課
県教育委員会

❹質の高い教育をみ
んなに

県政出前講座等を実施した。 県政出前講座等を実施する。

　　イ　消費生活に関する情報提供の推進

⑥　⑤今後の課題 ⑦令和5年度
取組内容 担当課等

①方向性等 ②関連するSDGｓの目標 ③令和４年度実績 ④評価 ⑤今後の課題 に対する取組 実施予定

①
　広報紙等による
消費生活情報の提
供

安全安心課
（消費生活センター）

②継続
⓰平和と公正をすべ
ての人に

毎月「広報しもつけ」紙面に消
費者コラムを掲載。
消費者月間の期間中、ケーブル
テレビで啓発活動を実施。
FMゆうがおで多重債務者相談
窓口を紹介

B おおむね計画通り取
組を実施した。

引き続き各種メディアを利用
しつつ、新鮮な情報を提供し
ていきたい。

国民生活センターや県などか
ら提供される情報をもとに、
内容を選定する。

広報しもつけに毎月コラムを掲
載する。HPに国民生活センター
の見守り新鮮情報を掲載する。

②

　消費生活に関す
るチラシやリーフ
レット等の作成・
配布

安全安心課
（消費生活センター）

②継続
⓰平和と公正をすべ
ての人に

消費生活に関する冊子やチラシ
を常時窓口に設置。消費者まつ
り開催時に配布。出前講座・小
中学校講座で配布。２０歳のつ
どいで配布する啓発冊子を発
注。

B おおむね計画通り取
組を実施した。

引き続き各種メディアを利用
しつつ、新鮮な情報を提供し
ていきたい。

県などから提供されるチラシ
やリーフレットを有効活用
し、様々な場面で配布してい
く。

●くらしの豆知識を発注し、イ
ベントや関係者へ配布する。
●消費生活に関する冊子やチラ
シを常時窓口に設置する。

③

　消費生活に関す
る教材等の提供に
よる学習活動の支
援

安全安心課
（消費生活センター）

②継続
⓰平和と公正をすべ
ての人に

小中学校講座にてチラシ・冊子
を配布。

B おおむね計画通り取
組を実施した。

引き続き消費者まつりで提供
するほか、二十歳の集い等、
可能な限り市民が集まるイベ
ントでも提供

有用な教材等を精査し、発注
などを検討する。

●メールやSNS被害についての
冊子を中学校講座にて配布す
る。
●課金ゲームトラブルについて
の冊子を小学校講座にて配布す
る。

④
　消費者まつりで
の消費生活知識の
普及啓発

安全安心課
（消費生活センター）

②継続
⓫住み続けられるま
ちづくりを

R5.1.29　イベント実施。
R5.1.29～2.5まで展示を実施
（1.30は休館日のため休み）
来場者数　延べ500人（展示
期間中含む）

B おおむね計画通り取
組を実施した。

初めての開催地での試みだっ
たが、イベントには多くの市
民に来てもらえた。コロナ禍
から回復しつつあるので、啓
発劇などを再開していきた
い。

実行委員会を開催し、よりよ
い展示内容になるように協議
する。イベント内容につい
て、講話者等について協議
中。

12月上旬に開催予定

学校教育課

②継続
●情報モラルについての
リーフレットを活用した授
業の実施
●県の金銭・金融教育の講
師派遣による金銭教育の授
業

⓬つくる責任　つか
う責任

●県の金銭・金融教育の講師派
遣を依頼し、金銭教育の授業を
実施（２校）

Ｂ：ほぼ計画どおりに
達成できた

●県の金銭・金融教育の授業
をさらに多くの学校で実施し
てもらうよう周知する必要が
ある。

●啓発リーフレットを含めた
学校における情報モラルの指
導等を充実させる。
●県の金銭・金融教育、消費
者教育の情報の周知徹底を図
る。

●啓発リーフレットの見直し・
改善を図る。
●県の金銭・金融教育、消費者
教育の情報の周知し、学校の実
情に合わせた利用促進を図る

安全安心課
（消費生活センター）

②継続
❹質の高い教育をみ
んなに

小・中学校における消費者教育
講座時に、保護者へ向けた啓発
資料を配布した。

B おおむね計画通り取
組を実施した。

必要に応じて関係部署との連
携も視野に入れ、状況提供に
努める。

国センや県などから提供され
る情報をもとに、消費生活情
報を提供する。

小・中学校における消費者教育
講座時に、保護者へ向けた啓発
資料を配布する。

⑤
　教職員、PTAへ
の消費生活情報の

提供

（参考）第三次計画（令和３年度～令和７年度）の取組状況
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　重点項目（２）　消費者団体等との連携の推進

　　ア　消費者団体等との連携強化及び情報共有

⑥　⑤今後の課題 ⑦令和5年度
取組内容 担当課等

①方向性等 ②関連するSDGｓの目標 ③令和４年度実績 ④評価 ⑤今後の課題 に対する取組 実施予定

①

　地域で活動する
消費者団体等との
連携による啓発活
動の実施

安全安心課
（消費生活センター）

②継続
⓫住み続けられるま
ちづくりを

消費者まつりで展示による啓発
活動を実施。

B おおむね計画通り取
組を実施した。

引き続き展示活動を実施。
引き続き展示活動や街頭啓発
活動を実施する。

かましん自治医大店・かましん
石橋店にて街頭啓発活動を実施
（5/24実施済み）。消費者まつ
りで展示等による啓発活動を実
施する。

②

　地域で活動する
消費者団体等によ
る自主的な学習活
動の推進

安全安心課
（消費生活センター）

②継続
❹質の高い教育をみ
んなに

R4.7.13　石橋公民館
R4.12.8 　南河内公民館

B おおむね計画通り取
組を実施した。

わかりやすさはもちろん、新
鮮な情報を提供できるよう、
その都度講座内容を見直した
い。

国センや県などから提供され
る情報をもとに、講座内容を
見直す。

各種団体等の総会・定例会時等
に出前講座を実施する。

（参考）第三次計画（令和３年度～令和７年度）の取組状況
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基本方針２　消費生活の安全・安心の確保
　重点項目（１）　身近な生活環境の安全・安心の確保
　　ア　安全な商品等の確保

⑥　⑤今後の課題 ⑦令和5年度
取組内容 担当課等 ①方向性等 ②関連するSDGｓの目標 ③令和４年度実績 ④評価 ⑤今後の課題 に対する取組 実施予定

安全安心課 ②継続
⓬つくる責任　つか
う責任

2/15　実施
B おおむね計画通り取

組を実施した。
引き続き実施。 引き続き実施。

家庭用品品質表示法及び消費生
活用製品安全法に基づく立入検
査を実施する（権限移譲に係る
事務）

商工観光課 ②継続
⓬つくる責任　つか
う責任

３店舗実施
Ａ：計画どおりに達成

できた
特になし 引き続き実施。

12月頃を目安に市内３店舗に対
して立入検査を実施する。

②
　消費生活に係る
商品テストの相談
案内

安全安心課
（消費生活センター）

②継続
⓬つくる責任　つか
う責任

対象となる案件が無かったため
未実施

ー
案件発生時に備え商品テスト
実施過程を確認しておく。

案件発生時に備え商品テスト
実施過程を確認しておく。

商品テストを必要とする案件に
ついては、関係機関と連携し案
内を実施する。

県くらし安全安心課
県生活衛生課

❹質の高い教育をみ
んなに

県民等が開催する学習会に関係
職員を派遣するなど、食品表示
の見方と効果的な活用方法の周
知に努めた。

県民等が開催する学習会に関係
職員を派遣するなど、食品表示
の見方と効果的な活用方法の周
知に努める。

安全安心課 ②継続
❹質の高い教育をみ
んなに

国・県が実施する研修等に参加
し、食品表示制度の情報収集に
努めた。

B おおむね計画通り取
組を実施した。

引き続き情報収集に努める。 引き続き実施。
消費者に対して、迅速な情報発
信と分かりやすい情報提供を行
えるよう情報収集に努める。

④

　食品表示に関す
る監視指導の実施
と関係機関との連
携

県くらし安全安心課
県生活衛生課

（県南健康福祉センター）

⓬つくる責任　つか
う責任

適正な表示がされた食品が消費
者に提供されるよう食品関連事
業者に対する指導を実施した。
食品表示の監視指導を効果的な
ものとするため、食品関連事業
者に対し、関係機関と連携し、
合同監視を実施した。

適正な表示がされた食品が消費
者に提供されるよう食品関連事
業者に対する指導を実施する。
食品表示の監視指導を効果的な
ものとするため、食品関連事業
者に対し、関係機関と連携し、
合同監視を実施する。

⑤
　事業者等に対す
る食品衛生監視指
導の実施

県生活衛生課
（県南健康福祉センター）

⓬つくる責任　つか
う責任

食品等事業者の危害度や指導状
況等に応じた監視指導や食品の
検査計画等に関する「令和４年
度栃木県食品衛生監視指導計
画」を策定した。

食品等事業者の危害度や指導状
況等に応じた監視指導や食品の
検査計画等に関する「令和6年度
栃木県食品衛生監視指導計画」
を策定する。

　　イ　住まいと居住環境の安全性の確保

⑥　⑤今後の課題 ⑦令和5年度
取組内容 担当課等

①方向性等 ②関連するSDGｓの目標 ③令和４年度実績 ④評価 ⑤今後の課題 に対する取組 実施予定

①
　建築物耐震改修
促進計画の推進

都市計画課
②継続
●引き続き産業祭での啓発
活動を実施する。

⓫住み続けられるま
ちづくりを

●市庁舎ロビーに耐震化促進の
PRパネルを展示
展示期間：R4.12.16～
R4.12.23
●耐震補助促進用チラシを配布
都市計画課窓口に常設

Ａ：計画どおりに達成
できた

コロナ感染拡大防止のためイ
ベントの中止が続いている
が、社会情勢に応じた取り組
みを実施する。

制度周知のため、継続した啓
発活動を実施する。

●市庁舎ロビーにて耐震化促進
に関連するＰＲパネルを展示す
る。
●耐震補助促進用チラシを配布
する。

（参考）第三次計画（令和３年度～令和７年度）の取組状況

（参考）第三次計画（令和３年度～令和７年度）の取組状況

①

　家庭用品品質表
示法、消費生活用
製品安全法及び電
気用品安全法に基
づく販売事業者へ
の立入検査の実施

③
　消費者に対する
食品表示制度の普

及啓発
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②
　木造住宅の耐震
対策の促進

都市計画課
②継続
●啓発活動を強化するなど
ＰＲに努める。

⓫住み続けられるま
ちづくりを

●木造住宅耐震診断：3件
（1件につき6万4千円を上限
に補助）
●木造住宅耐震改修・建替：5
件
（1件につき100万円を上限に
補助）

Ａ：計画どおりに達成
できた

国、県の補助事業であるた
め、随時動向を確認し対応し
た制度を整備していく。
また、継続した啓発活動を実
施する。

制度周知のため、継続した啓
発活動を実施する。

●木造住宅耐震診断：5件
（1件につき6万4千円を上限に
補助)
●木造住宅耐震改修・建替：6件
（1件につき100万円を上限に補
助）

③

　建築物の地震に
対する安全性の向
上に関する知識の
普及啓発

都市計画課
②継続
●引き続き県と協力して実
施する。

⓫住み続けられるま
ちづくりを

●耐震普及ローラー作戦
訪問地区：町田地区
訪問戸数：33戸
実施時期：11月

Ａ：計画どおりに達成
できた

コロナ感染拡大防止のためポ
スティングが続いているが、
社会情勢に応じた取り組みを
実施する。

制度周知のため、継続した啓
発活動を実施する。

耐震普及ローラー作戦を実施す
る。

④
　ハザードマップ
による情報提供の
推進

安全安心課
⓫住み続けられるま
ちづくりを

防災講話を下記の通り実施し
た。　　　　　　8/22：まち
づくりリクエスト講座（市民サ
ロンでの防災講話）　　１５人
11/6：南河内こども会育成会
連絡協議会での防災講話　３４
名
2/18：谷地賀自治会防災講話
30人

A　計画通り取組を実施
した

市民に対して、災害時におけ
る避難行動を周知していくほ
か、自主防災組織や小中学校
での防災講話実施の働きかけ
をさらに進め、自主防災組織
の設置数の増加や防災教育の
充実を図る。

防災講話等の際に参加者にハ
ザードマップで自宅の場所を
確認してもらうことで、自宅
の浸水危険度や最寄りの避難
所を周知し避難行動について
周知していく。

自主防災組織と小学校にて防災
講和を実施した（134名参
加）。
上記以外でも講話の相談を受け
ており、災害時の避難行動につ
いて周知を行う。

　重点項目（２）　環境保全の推進
　　ア　環境に配慮した消費行動の推進

⑥　⑤今後の課題 ⑦令和5年度
取組内容 担当課等 ①方向性等 ②関連するSDGｓの目標 ③令和４年度実績 ④評価 ⑤今後の課題 に対する取組 実施予定

①
　環境に配慮した
消費行動のための
知識の普及啓発

環境課

②継続
●広報紙やホームページで
の情報提供
●各種イベント時における
啓発

⓬つくる責任　つか
う責任

環境フェアと消費者まつりを同
時開催し、市民に『環境に配慮
した消費行動』について周知す
ることができた。

Ａ：計画どおりに達成
できた

市民ひとり１人が環境に配慮
した消費行動ができるような
周知に努める。

●環境に配慮したイベントを
開催する。
●ホームページを活用し市民
に周知を行う。

環境に配慮した消費行動に繋が
るようなイベントを開催する。

②
　ごみ減量・リサ
イクルの推進

環境課

②継続
●広報紙やホームページで
の情報提供
●各種イベント時における
啓発
●自治会等団体への分別説
明会

⓫住み続けられるま
ちづくりを

広報等の活用と説明会の開催に
より、情報の周知を行うことが
できた。

Ａ：計画どおりに達成
できた

ごみの減量、リサイクルを推
進していくためには、継続し
て情報提供をする必要があ
る。

広報及び市ホームページを活
用しごみの分別に対する情報
提供や、出前講座などを通じ
て市民にごみ減量に対する意
識啓発を行う。

広報や市ホームページを活用し
た、ごみ減量に対する情報提供
やごみの資源化の取り組みに対
する助成事業を実施する。継続
して出前講座やごみ処理施設見
学などの分別に対する意識向上
を進める。

　　イ 地域資源の活用
⑥　⑤今後の課題 ⑦令和5年度

取組内容 担当課等 ①方向性等 ②関連するSDGｓの目標 ③令和４年度実績 ④評価 ⑤今後の課題 に対する取組 実施予定

農政課 ※再掲 ※再掲

学校教育課 ※再掲 ※再掲

健康増進課 ※再掲 ※再掲

（参考）第三次計画（令和３年度～令和７年度）の取組状況

①

　地産地消及び食育の推
進

【再掲：１．-（1）-ア
消費者教育の機会の充

実】

（参考）第三次計画（令和３年度～令和７年度）の取組状況
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基本方針３　消費者被害の未然防止及び救済
　重点項目（１）　消費者被害の未然防止の推進
　　ア　不適正な取引行為への対応

⑥　⑤今後の課題 ⑦令和5年度
取組内容 担当課等

①方向性等 ②関連するSDGｓの目標 ③令和４年度実績 ④評価 ⑤今後の課題 に対する取組 実施予定

①
　事業者に対する
指導、勧告及び事
業者名等の公表

県くらし安全安心課
⓬つくる責任　つか
う責任

相談受付部門や市町消費生活セ
ンターと連携しながら、関係法
令に基づく事業者指導等を実施
した。

県内消費生活センターと連携し
ながら、関係法令に基づく事業
者指導等を実施する。

②
　不適正な取引行
為について事業者
への周知徹底

県くらし安全安心課
⓬つくる責任　つか
う責任

相談受付部門や市町消費生活セ
ンターの相談受付件数を参考
に、自主訪問事業者に情報提供
を行った。

県内消費生活センターの相談受
付件数を参考に、自主訪問事業
者に情報提供を行う。

③
　特殊詐欺撃退機
器の購入費助成

安全安心課
⓫住み続けられるま
ちづくりを

59件　565,400円
（R5.2.13時点）

B おおむね計画通り取
組を実施した。

引き続き本制度の周知と活用
促進に努める必要がある。

引き続き本制度の周知と活用
促進に努める必要がある。

特殊詐欺被害の未然防止を図る
ため、本制度の周知と活用促進
に努める。

　　イ　消費者被害に関する情報提供等の強化

⑥　⑤今後の課題 ⑦令和5年度
取組内容 担当課等

①方向性等 ②関連するSDGｓの目標 ③令和４年度実績 ④評価 ⑤今後の課題 に対する取組 実施予定

総合政策課

②継続
●今後も、広報紙・ホーム
ページでの周知及FMゆうが
おを利用して登録者の増加
を図る。

⓰平和と公正をすべ
ての人に

●メール配信システム登録者
数：2,445人（令和5年1月1
日現在）
●広報紙、Clubゆうがおマガ
ジンVol.11、市公式ツイッ
ターによるメール配信サービス
の周知

Ｂ：ほぼ計画どおりに
達成できた

コミュニティラジオのCMによ
るメール配信サービス周知を
行う。
市公式ツイッターでの周知を
毎月行う。

広報紙への掲載にあわせて、
FMゆうがおのインフォマー
シャルにて周知を実施。ま
た、広報紙は市ホームページ
にも掲載。
市公式ツイッターでは、毎月1
日に投稿し周知した。

引き続き、広報紙・ホームペー
ジ・Twitterでの周知及びFMゆ
うがおを利用して登録者の増加
を図る。

安全安心課
（消費生活センター）

②継続
⓰平和と公正をすべ
ての人に

消費者被害の拡大防止のため、
FM等も活用し情報発信に努め
た。

B おおむね計画通り取
組を実施した。

必要な情報が届けたい対象に
きちんと届くよう、引き続き
効果的な情報提供の方法につ
いて検討する必要がある。

引き続き、必要な情報につい
てホームページへ掲載する。

消費者被害の拡大防止のため、
適宜HPやメール配信等により情
報発信に努める。高齢者等への
効果的な情報発信方法を検討す
る。

安全安心課
（消費生活センター） ※再掲 ※再掲

生涯学習文化課 ※再掲 ※再掲

（参考）第三次計画（令和３年度～令和７年度）の取組状況

①

　ホームページ、
メール配信等によ
る消費者被害情報

発信の充実

②

　消費生活出前講座の実
施

【再掲：１．-（1）-ア
消費者教育の機会の充

実】

（参考）第三次計画（令和３年度～令和７年度）の取組状況
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社会福祉課 ②継続
❸すべての人に健康
と福祉を

●新型コロナウイルスの影響の
ため講演会が中止となったこと
から、安全安心課から民生委
員・児童委員に対し参加依頼は
行わなかった。

★ 特になし 特になし

民生委員児童委員協議会定例会
において、安全安心課から民生
委員・児童委員に対し、消費者
被害の状況や相談窓口について
説明する。

安全安心課
（消費生活センター）

②継続
⓰平和と公正をすべ
ての人に

社会福祉課と連携を密にし、効
果的な情報発信や啓発に努め
た。

B おおむね計画通り取
組を実施した。

これからも継続して連携に努
める。

これからも継続して連携に努
める。

各関係者との連携を密にし、効
果的な情報発信や啓発に努め
る。定例会の場で消費者被害情
報や見守り情報について提供す
る。

④

　地域で活動する消費者
団体等との連携による啓
発活動の実施
【再掲：１．-（2）-ア
消費者団体等との連携強
化及び情報共有】

安全安心課
（消費生活センター）

※再掲 ※再掲

　重点項目（２）　消費者被害救済体制の強化
　　ア　消費生活相談体制の充実

⑥　⑤今後の課題 ⑦令和5年度
取組内容 担当課等

①方向性等 ②関連するSDGｓの目標 ③令和４年度実績 ④評価 ⑤今後の課題 に対する取組 実施予定

①

　消費生活相談員
の助言・あっせん
等による消費者ト
ラブルの解決

安全安心課
（消費生活センター）

②継続
⓰平和と公正をすべ
ての人に

消費生活センターにおける消費
生活相談対応
・相談日時：月～金曜日（祝
日・年末年始を除く）
午前9時～午後5時（正午～午
後1時を除く）
・相談受付件数：　　　件
（R5年1月末現在）

B おおむね計画通り取
組を実施した。

さらに消費生活センターの存
在を周知するよう努める。

相談者に対し必要な情報やア
ドバイスを届け、問題解決を
私選する。

消費生活センターにおける消費
生活相談対応
・相談日時：月～金曜日（祝
日・年末年始を除く）
午前9時～午後5時（正午～午後
1時を除く）

②

　消費生活相談員
の研修参加支援に
よる相談力向上の
促進

安全安心課
（消費生活センター）

②継続
⓰平和と公正をすべ
ての人に

国民生活センター受講料
1,100×1回　2,200×1回

B おおむね計画通り取
組を実施した。

引き続き実施していく 引き続き実施していく

相談対応力のスキルアップのた
め、栃木県及び国民生活セン
ターにおいて実施している研修
会への参加を支援していく。
（旅費支給）

③
　消費生活相談窓
口の周知、利用の
促進

安全安心課
（消費生活センター）

②継続
⓰平和と公正をすべ
ての人に

広報、HP、講座等において周
知、利用促進を図った。

B おおむね計画通り取
組を実施した。

さらに消費生活センターの存
在を周知するよう努める。

キャラクターを活用し、幅広
い年代の方にセンターを周知
する。

広報、HP、講座等において周
知、利用促進を図る。キャラク
ターを活用し、消費者まつり等
のイベントで周知をする。

④
　心配ごと相談の
実施（一般相談・
総合相談）

社会福祉協議会
（社会福祉課）

③改善・見直し
●周知方法を工夫し、件数
を伸ばすよう努める。

❸すべての人に健康
と福祉を

⑤
　弁護士による無
料法律相談の実施

社会福祉協議会
（社会福祉課）

③改善・見直し
●利用者状況に合わせて、
実施回数を増やす等、事業
内容を検討していく。

❸すべての人に健康
と福祉を

●第2・第4火曜日(13:30～
16:00)に実施
・ゆうゆう館
　実施日：4/12、4/26、
5/10、5/24、6/14、
6/28、7/12、7/26、
8/9、8/23、9/13、
9/27、10/11、10/25、
11/8、11/22、12/13、
12/27、1/10、1/24
※20日間実施し、相談件数：
136件（令和5年1月末時点）

Ａ：計画どおりに達成
できた

特になし
今後も関係機関と連携し相談
対応を実施していく。

第2・第4火曜日(13:30～
16:00)に実施
　場所：ゆうゆう館
　実施日：4/11、4/25、
5/9、5/23、6/13、
6/27、7/11、7/25、8/8、
8/22、9/12、9/26、
10/10、10/24、11/14、
11/28、12/12、12/26、
1/16、1/30
※24日間実施予定

（参考）第三次計画（令和３年度～令和７年度）の取組状況

③
　福祉関係者等へ
の消費者被害情報

の提供
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⑥
　司法書士による
無料法律相談の実
施

栃木県司法書士会
⓰平和と公正をすべ
ての人に

毎月第2水曜日午前中に相談会
を開催（令和4年6月より開
催）

毎月第二水曜日午前中に相談会
を開催

県くらし安全安心課
（県消費生活セン

ター）
❶貧困をなくそう

キャンペーン期間（11月）中
の広報を強化したほか、無料相
談会を実施した。

キャンペーン期間（11月）の広
報を強化するほか、無料相談会
を実施する。

安全安心課
（消費生活センター）

②継続 ❶貧困をなくそう
FMゆうがおにて周知を図っ
た。

B おおむね計画通り取
組を実施した。

引き続き実施していく 引き続き実施していく

国センの情報をもとにし、相談
窓口などを案内する。
必要に応じて、弁護士相談・法
テラスなどを案内する。

⑧
　土曜日における
消費生活電話相談
の実施

県くらし安全安心課
（県消費生活セン

ター）

⓬つくる責任　つか
う責任

同左
県消費生活センターにおける土
曜日相談については、実施しな
い。

　　イ　関係機関との連携強化

⑥　⑤今後の課題 ⑦令和5年度
取組内容 担当課等

①方向性等 ②関連するSDGｓの目標 ③令和４年度実績 ④評価 ⑤今後の課題 に対する取組 実施予定

①
　関係機関、団体
等との連携強化と
情報の共有

安全安心課
（消費生活センター）

⓱パートナーシップ
で目標を達成しよう

関係機関、団体等と情報共有し
ながら、消費者被害の拡大防止
に努めた。

B おおむね計画通り取
組を実施した。

関係機関、団体等との更なる
連携強化が必要である。

総会等へ参加する。また、依
頼に応じて講座などを実施す
る。

関係機関、団体等との連携を強
化し、情報発信・情報共有しな
がら、消費者被害の拡大防止に
努める。

　重点項目（３）　高齢者等への消費生活に関する支援の強化
　　ア　高齢者等への消費生活情報の提供

⑥　⑤今後の課題 ⑦令和5年度
取組内容 担当課等

①方向性等 ②関連するSDGｓの目標 ③令和４年度実績 ④評価 ⑤今後の課題 に対する取組 実施予定

①

　福祉関係機関、
団体等との連携に
よる高齢者・障が
いのある方への消
費生活情報の提供

安全安心課
（消費生活センター）

②継続
⓱パートナーシップ
で目標を達成しよう

見守りネットワーク研修会に
て、ビデオを用いて高齢者の陥
りやすい消費者トラブル等を照
会。

B おおむね計画通り取
組を実施した。

今後も高齢者の消費者トラブ
ルが未然に防げる＆被害拡大
を防げるよう、情報提供につ
とめる。

高齢者の消費者トラブルが未
然に防げる＆被害拡大を防げ
るよう、情報提供につとめ
る。

高齢福祉課、地域包括支援セン
ター等との連携により、高齢者
等へ効果的な情報提供を実施

（参考）第三次計画（令和３年度～令和７年度）の取組状況

（参考）第三次計画（令和３年度～令和７年度）の取組状況

⑦
　多重債務者相談

の強化
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高齢福祉課

①強化・充実
●地域サロン・老人クラブ
のうち、これまでに未実
施、また新規に立ち上がっ
た場所へ向けて、情報提供
を実施していく

⓰平和と公正をすべ
ての人に

１１月２８日開催のまちづくり
リクエスト講座において地域包
括支援センター職員と協力して
詐欺被害の防止について情報提
供を実施した。
個別ケースの訪問の際に、チラ
シ等を配布するなどして情報提
供を行った。

Ｂ：ほぼ計画どおりに
達成できた

新型コロナの感染終息が未だ
不透明である為、コロナ禍の
中であっても地域全体に情報
提供ができる方法を重ねて検
討していく必要がある。

今後もまちづくりリクエスト
講座やチラシの配布等で、地
域住民への情報提供を継続し
ていく。

６月２１日のまちづくりリクエ
スト講座において、高齢福祉課
と地域包括支援センター職員
で、詐欺被害の防止について情
報提供を実施予定。
個別ケース訪問時に必要時チラ
シを配布し情報提供を行う。

社会福祉協議会

安全安心課
（消費生活センター）

②継続
❿人や国の不平等を
なくそう

高齢福祉課と連携し、消費者ト
ラブル等の情報を提供。

B おおむね計画通り取
組を実施した。

引き続き実施していく 引き続き実施していく
高齢福祉課と連携を密にし、高
齢者への情報提供を実施する。

　　イ　高齢者等への見守りの強化

⑥　⑤今後の課題 ⑦令和5年度
取組内容 担当課等

①方向性等 ②関連するSDGｓの目標 ③令和４年度実績 ④評価 ⑤今後の課題 に対する取組 実施予定

高齢福祉課
①強化・充実
●連携を強化・充実してい
く

⓱パートナーシップ
で目標を達成しよう

地域包括支援センター、障がい
児者相談支援センター合同連絡
会を年4回開催した。
介護相談支援専門員・相談支援
専門員を対象とした合同研修会
を６月１５日に実施した。

Ａ：計画どおりに達成
できた

障害福祉サービスから介護保
険サービスへの移行について
は、地域包括支援センターと
障がい児者相談支援センター
等の更なる連携強化を図る中
に、スムーズに進めていくこ
とが求められる。

障がい福祉サービスから介護
保険サービスへの移行がス
ムーズにできるよう、今後も
関係機関と連携していく。

障がい福祉サービスから介護保
険サービスへ移行するケースに
ついては、関係機関と会議等で
情報共有し、継続的な相談対応
を行っていく。

社会福祉課 ②継続
❸すべての人に健康
と福祉を

●対象者が高齢者であったり、
家族で高齢者がいる場合に、地
域包括支援センターと連携し対
応している。

Ｂ：ほぼ計画どおりに
達成できた

特になし
今後も関係機関と連携し相談
対応を実施していく。

今後も関係機関と連携し相談対
応を実施していく。

安全安心課
（消費生活センター）

②継続
⓫住み続けられるま
ちづくりを

センターの相談において、必要
に応じて支援センター等に情報
提供した。

B おおむね計画通り取
組を実施した。

高齢者や障害を持つ人は消費
者トラブルに遭っても気づか
ない、また、気づいても解決
するために行動することが困
難な人が多いため、各課との
連携を深める必要がある。

相談者が消費生活トラブルを
解決するために必要な支援に
ついて、地域包括支援セン
ターや社会福祉協議会などと
連携する。

高齢福祉課、社会福祉課と連携
を密にし、支援が必要な高齢者
等への相談に対応する。

（参考）第三次計画（令和３年度～令和７年度）の取組状況

①

　地域包括支援セ
ンター、障がい児
者相談支援セン

ター等との連携に
よる相談対応の推

進

②

　高齢者ふれあい
サロン事業等での
消費生活情報提供

の推進
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高齢福祉課 ②継続
⓫住み続けられるま
ちづくりを

●高齢者の異変に関しては、協
力団体や事業所から随時連絡を
受け対応を行った。
●研修会を2月９日に開催し、
事例発表や消費生活センターの
講話を通じ関係機関との情報共
有を図った。

Ｂ：ほぼ計画どおりに
達成できた

社会情勢の変化に応じた内容
について、事例研究や講話を
いただき情報共有を適時行っ
ていく。

地域で活動する各団体等と情
報連携を図る研修会を継続的
に開催していく。

●民生委員や民間事業所、地域
の関係機関と連携しながら見守
り対応を行う。
●研修会を開催して関係者間の
情報共有を行いながら、消費者
被害の防止に努める。

安全安心課
（消費生活センター）

②継続
⓫住み続けられるま
ちづくりを

消費者安全確保地域協議会を設
置。高齢者見守りネットワーク
に組みこむことで、既存のシス
テムを利用しながら、さらなる
消費者トラブルの発生防止・拡
大防止が期待できる。

B おおむね計画通り取
組を実施した。

高齢者の消費者トラブルの拡
大防止には、地域の方の協力
が不可欠である。

被害情報があった際は、適切
に相談へとつなげられるよう
にする。

高齢者見守りネットワーク（消
費者安全確保地域協議会）との
連携し、高齢者の消費者被害の
抑止・解決に導けるよう努め
る。

②

　高齢者見守り
ネットワークとの
連携による消費者
被害に対する見守

り体制の充実
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